
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月７日 １７時０５分ごろ 

発生場所 愛知県衣
きぬ

浦
うら

港 

 衣浦港東防波堤西灯台から真方位２９９°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４９.２′ 東経１３６°５６.３′） 

事故の概要 プレジャーボート新海
しんかい

丸は、北進中、また、プレジャーボート喜
き

久
く

丸Ⅲは、錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月１２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 新海丸、５トン未満（長さ９.３７ｍ） 

   ２４０－１２０２３愛知、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 喜久丸Ⅲ、５トン未満（長さ６.８０ｍ） 

   ２９１－３５１７１愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 揚錨機に曲損 

Ｂ 船室左舷窓ガラスに割損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 北西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１６時４１分ごろ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、約１０ノッ

トの対地速力で衣浦港西防波堤（以下「本件防波堤」という。）を左

舷方に見る状態で北進中、船長Ａが無灯火のＢ船を至近に認めて減速

したものの、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船は、本事故当時、レーダーが故障して使用できなかったので、

目視による見張りを行いながら航行していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、法定灯火を

表示せずに本件防波堤付近で船首を西方に向けて錨泊中、右舷船尾部

付近で釣りをしていた船長Ｂが、約３０～４０ｍに接近してきたＡ船

を認め、大声を出したものの、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、レーダーが故障して使用できない状況

下、目視で見張りをしていたものの、法定灯火を表示せずに錨泊して

いたＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが法定灯火を表示していなかったことか

ら、Ａ船にＢ船の存在を気付かせることができず、Ａ船と衝突したも



 

のと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が北進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ｂが法定灯火

を表示していなかったため、船長ＡがＢ船の存在に気付かず、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊中は、法定灯火である白色全周灯を表示すること。 

 ・レーダー等の航海計器は、故障した際には修理し、有効に活用す

ること。   


